
 

令 和 ８ 年 ７ 月 

周南市契約監理課 

○改正内容 

１．解体工事における低入札価格調査制度の適用範囲の拡大 

  これまで予定価格 1,000万円以上の解体工事について、低入札価格調査の 

対象としていましたが、予定価格 200万円超の解体工事を低入札価格調査の 

対象とします。※解体工事以外の取扱いに変更はありません。 

予定価格 200万円超～1,000万円未満 1,000万円以上 

発注方式 指名競争入札 条件付一般競争入札 

低入札 

対策 

現

行 

解体工事を対象にした制度な

し 

低入札価格調査制度 

改

正

後 

低入札価格調査制度 

 

２．解体工事が低入札価格調査の対象となった場合の取扱い 

  調査対象となった最低価格の応札者について、以下の基準に基づき調査を 

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設工事の低入札価格調査制度等の改正について

（お知らせ） 

不落札 

以下の二つの項目を全て満たすか。 

①直接工事費と共通仮設費の合計額について 

応札額が設計金額の 75％以上あるか。 

②現場管理費と一般管理費の合計額について 

応札額が設計金額の 45％以上あるか。 

最低応札者へのヒアリング 

ＹＥＳ Ｎｏ 

適正な業務

の履行可能 

落札候補者 

適正な業務

の履行不可 

改正 



３．調査基準価格（※１）及び最低制限価格（※２）における算入率の見直し 

区分 現行 改正後 対象工事 

直接工事費 １０/１０ 変更なし 
・土木系工事（土木等 

一般工事、土木系機 

械設備工事及び土木 

系電気設備工事） 

・営繕系工事（建築工事、 

営繕系機械設備工事、 

土木系電気設備工事 

及び解体工事） 

共通仮設費 ９/１０ １０/１０ 

現場管理費 ９/１０ 変更なし 

一般管理費 ７/１０ ７．５/１０ 

  ※１ 周南市低入札価格に関する事務取扱要綱で規定する調査基準価格 

  ※２ 周南市建設工事最低制限価格制度事務取扱要綱で規定する最低制限 

価格 

 

４．適用年月日 

  令和８年８月１日以降に入札公告又は指名通知するものから適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


